
公 示

九州大学（伊都）国際化拠点図書館（Ⅱ期）新営機械設備工事に係る特定建設工事共同企業体の一般

競争参加資格審査申請について

標記について、下記要領により特定建設工事共同企業体（以下「特定ＪＶ」という。）の一般競争参加

資格審査を受け付けることとしたので、希望者は申請されたく、公示する。

平成２７年５月２１日

国立大学法人九州大学

総長 久 保 千 春

記

１．工 事 名 九州大学（伊都）国際化拠点図書館（Ⅱ期）新営機械設備工事

２．工事場所 福岡市西区大字元岡７４４番地 九州大学構内

３．工事概要 伊都キャンパスの中央図書館（図書館・講義室・食堂）の新営機械設備工事

（鉄骨鉄筋コンクリート造、地上２階地下４階 延床面積１８，４１０㎡）

４．工 期 平成２９年 ６月３０日（金）まで

５．特定ＪＶ競争参加資格審査申請書及び作成要領の交付期間、交付場所及び交付方法

（１）交付期間 平成２７年５月２１日（木）から平成２７年６月１１日（木）までの土曜日、日

曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から午後５時まで（ただし、最終日は午後３時ま

で。）。

（２）交付場所 〒８１２－８５８１

福岡市東区箱崎６丁目１０番１号

九州大学施設部施設企画課工事契約係

電話番号０９２－６４２－２２１４（直通）

（３）交付方法

①平成２７年５月２１日から平成２７年６月１１日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前

９時から午後５時まで（ただし、最終日は正午まで。）、電子メールにより交付する。

申請書及び作成要領を希望する者は、下記の交付用電子メールアドレスに会社名、担当者名及び

連絡先（会社住所、電話番号、ＦＡＸ番号等）を明記し、申し込むこと。

kouji-1@jimu.kyushu-u.ac.jp
②申請書及び作成要領の交付にあたっては無料とする。

③申請書及び作成要領を申し込む際の電子メールの件名は、

【特定 JV 申請書等申込】「九州大学（伊都）国際化拠点図書館（Ⅱ期）新営機械設備工事」（会

社名称）とすること。

④電子メールによる申し込み受信確認後、申込者にデータのダウンロード用ＵＲＬを記したメールを

返信する。

６．特定ＪＶ競争参加資格審査申請書の提出期間、提出場所及び提出方法

（１）提出期間 平成２７年５月２１日（木）から平成２７年６月１１日（木）までの土曜日、日

曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から午後５時まで（ただし、最終日は正午ま

で。）。

（２）提出場所 〒８１２－８５８１



福岡市東区箱崎６丁目１０番１号

九州大学施設部施設企画課工事契約係

電話番号０９２－６４２－２２１４（直通）

（３）提出方法 上記の場所へ持参又は郵送（郵便書留等配達の記録が残る方法に限る）すること。

７．特定ＪＶの構成員の数及び資格要件等

次に掲げる条件を全て満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体であること。

（１）国立大学法人九州大学契約事務取扱規程第５条及び第６条の規定に該当しない者であること。

（２）会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申

立てをした者にあっては、手続き開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格を有す

る者であること。

（３）文部科学省において管工事の一般競争参加者の資格（会社更生法に基づき更生手続き開始の申立て

をした者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てをした者にあっては、手続き開始の決定を受

けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格をいう。）を有し、「一般競争参加者の資格」（平成１３年

１月６日文部科学大臣決定）第１章第４条で定めるところにより算定した点数（一般競争（指名競争）

参加資格認定通知書の記２の点数）が、単体又は共同企業体での参加の場合の構成員の代表者は１，１

００点（共同企業体の場合の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては９００点）以上であること。

（４）平成１２年度以降（過去１５年）に元請けとして完成・引渡しが完了した次の基準を満たす工事を

施工した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のもの

に限る。）。

① 共同企業体の代表者

ＳＲＣ造又はＲＣ造で延床面積 3,500 ㎡以上の学校、図書館、美術館又は博物館の新営又は全面

的な改修の機械設備工事を施工した実績

② 共同企業体の代表者以外の構成員

学校、図書館、美術館又は博物館の新営又は全面的な改修の機械設備工事を施工した実績

ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち１社が、上記①の施工実績を有し、その他

の構成員は、上記②の施工実績を有すること。また、事業協同組合にあっては、事業協同組合とし

ての上記①の施工実績を有すること。

（５）建設業法（昭和２４年法律第１００号）上の建築工事業につき、許可を有しての営業年数が５年以

上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な施工が確保できると認められる場合

においては、許可を有しての営業年数が５年未満であっても同等として取り扱うことができるものと

する。

（６）構成員の数は、２～３社とすること。

（７）結成方法は、自主結成とすること。

（８）構成員の最小出資比率は、均等割の１０分の６を下回らない範囲とすること。

（９）代表者は、施工能力が最大で、かつ出資比率が構成員中最も高い者とすること。

８．資格審査

提出された書類に基づき審査を行い、資格の等級等を決定する。

９．資格認定の通知

総長から、一般競争参加資格認定通知書により、資格認定の通知を行う。

１０．資格の有効期間

認定の日から当該工事の完成引渡しが完了する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、

当該工事に係る契約が締結される日までとする。

１１．その他

（１）企業体の名称は、「○○・○○特定建設工事共同企業体」とすること。

（２）同一の者が２以上の共同企業体の構成員となって申請することはできない。


